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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
１．業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方
針及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っておりま
す。内部監査部門の内部監査責任者が内部監査担当者の分担を定め、内部監査計画
に従い、自己の属する部門を除く当社全部門に対して業務監査を実施し、代表取締
役社長に対して監査結果を報告しております。
　当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、2015年６月12日開催の取締役
会において、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、以下のよ
うな内部統制システム整備の基本方針を定めております。

 

ⅰ）取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
(1）当社では、役職員が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社

内規程等に則った職務執行を行うこととしております。
(2）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士

や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしてお
ります。

(3）取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を
満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の執行の監督を行うこととし
ております。

(4）監査等委員は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査
することとしております。

(5）社内外の通報窓口（常勤監査等委員及び社外弁護士）につながるホット
ラインを備え、相談や通報の仕組み（内部通報制度）を構築することとし
ております。

(6）役職員の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象とする
こととしております。

ⅱ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　文書管理規程及び機密文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取
締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書（電磁的記録を含む）は、当該
規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理することとしております。

ⅲ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1）取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管

理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に
努めることとしております。
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(2）リスク管理規程を定め、当社の経営理念、経営方針を侵害する様々な事
象に対して、組織的に対応することとしております。

(3）災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定
することとしております。

ⅳ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1）取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、

又は必要に応じて随時開催することとしております。
(2）取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、

機動的かつ迅速に職務を執行することとしております。
(3）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規

程、業務分掌規程及び稟議規程を制定することとしております。
(4）迅速な意思決定を図るため、執行役員規程に従って執行役員制度を導入

し、一定分野の業務を執行する権限と責任を執行役員へ委譲することとし
ております。

ⅴ）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

イ．子会社の取締役等から当該事業及び財務状況並びにその他の重要な情報
に係る適切な報告を当社が受けるため、必要に応じて、当社の取締役又
は使用人は子会社の開催する取締役会等に適宜出席することとしており
ます。

ロ．子会社の経営については、自主性を尊重しつつも、当社又は当社グルー
プ全体に影響を与えると考えられる重要事象については、当社取締役会
への付議等を行うこととしております。

ハ．子会社の取締役等を当社の執行役員等に起用すること、又は当社の取締
役等又は使用人を子会社の取締役等に推薦すること等により、当社グル
ープ全体としての情報の共有化を図ることとしております。

（2）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、子会社各社が当社で定めるリスク管理に関する規程及び各国法令
等に則り、適宜規程等を定めてそれを運用するよう指導及び監督を行うとと
もに、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理することとしておりま
す。

（3）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制
　当社は、子会社に対して、取締役会非設置会社の選択や、子会社の取締役
等のみで決議が可能な事項等について基準を定めさせる等、子会社の事業内
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容や規模等に応じて子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われること
を確保しております。

（4）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制
　当社は、子会社各社が当社で定めるコンプライアンスに関する規程及び各
国法令等に則り、適宜規程等を定めて企業倫理の浸透を率先して行う体制を
構築しそれを運用するよう、指導及び監督を行うこととしております。

（5）その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
るための体制

イ．当社は、関連会社管理規程に従って、当社における業務の適正を確保し、
子会社の適切な管理、実践を可能とする体制を構築することとしておりま
す。

ロ．当社の内部監査部門は、当社における内部監査を統括し、当社の内部統制
の整備・運用状況の評価、業務執行状況の監査及び改善提案を行うことと
しております。

ハ．当社の監査等委員及び監査等委員会並びに内部監査部門は、当社における
業務の適正を確保する目的により、子会社の業務の適正性等につき必要に
応じて適宜調査等を行うこととしております。

ⅵ）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1）職務権限規程を定め、各職位の責任と権限を明確化し、各部門における

執行の体制を確立することとしております。
(2）必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを

周知し、運営することとしております。
ⅶ）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

(1）監査等委員会は、監査等委員の指揮命令に服する使用人（以下、「監査
等委員の補助者」という。）を置くことを取締役会に対して求めることが
できることとしております。

(2）監査等委員の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監
査等委員の事前の同意を必要とすることとしております。

ⅷ）監査等委員の補助者の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの
独立性に関する事項及び当該補助者に対する監査等委員会の指示の実効性の
確保に関する事項
(1）監査等委員の補助者は、その補助すべき期間において、監査等委員の指

揮命令の下に行動し、原則として他の取締役から指揮命令及び職務遂行上
の制約を受けないとしております。
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(2）監査等委員の補助者に係る人事異動、人事評価、賞罰、その他の事項等
は、他の取締役からの独立性を確保するため、原則として監査等委員会の
協議に基づいて決定するとしております。

(3）監査等委員の補助者は、監査等委員の指示に基づく職務遂行の過程にお
いて知り得た一切の事項に関し、監査等委員に報告するものとし、監査等
委員の同意なくして、監査等委員以外の者に当該事項を伝達してはならな
いとしております。

ⅸ）取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
(1）取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすお

それのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部通報制度、内部監
査の状況等について、遅滞なく監査等委員に報告することとしておりま
す。

(2）当社は、監査等委員に前号の報告を行った者に対して、当該報告を理由
として不利益な取扱いを行うことを禁止しております。

(3）取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じ、速やかに業務執行の状
況等を報告することとしております。

ⅹ）監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す
る事項
　当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399
条の二第４項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該請求に係る費用又
は債務が当該監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速
やかに当該費用又は債務を処理することとしております。

ⅺ）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1）監査等委員は、定期的に代表取締役社長と意見交換を行うこととしてお

ります。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリン
グを行うこととしております。

(2）監査等委員は、定期的に会計監査人と意見交換を行うこととしておりま
す。

(3）監査等委員は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門
家の助力を得ることができることとしております。

(4）監査等委員は、定期的に内部監査責任者と意見交換を行い、連携の強化
を図ることとしております。
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社では、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針
に基づき以下の具体的な取組みを行っております。

①　重要な会議の開催
　当事業年度において、取締役会を１７回開催し、経営方針及び経営戦略に関す
る重要事項の決定及び業務執行状況についての報告が行われ、活発な意見交換が
なされています。
　また、取締役、常勤監査等委員及び執行役員等からなる経営会議を月２回以上
開催し、業務執行の適正性・効率性を確保しております。

②　コンプライアンス・リスク管理に関する取組み
　コンプライアンス意識の徹底を図るため、適切に教育を実施しております。入
社時に教育を実施するほか、全社を対象に情報セキュリティに係る教育を実施し
ております。また、内部監査室では、法令、定款、社内規定等の遵守状況を監査
項目に加え、会社の業務が適切に行われていることを確認しております。
　リスク管理の観点からは、コンプライアンス違反行為等を把握するため内部通
報制度を設けているほか、コンプライアンス違反行為等が発生した場合には防止
対策の策定、全社に向けた注意喚起を実施しております。

③　監査体制
　当社は、当社の業務及び制度に精通した内部監査部門の内部監査責任者及び内
部監査担当者が、内部統制に関する基本方針及び各種規程に基づき内部監査を実
施しております。内部監査責任者は、監査等委員及び会計監査人と定期的に会合
を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
　また、当社の監査等委員会は、監査等委員３名（うち社外監査等委員３名）に
より構成され、うち１名の常勤監査等委員を選任しております。各監査等委員は
定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月１回開催されている監査
等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員は毎期策定される監
査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を
行っております。

④　子会社管理に関する取り組み
　子会社の事業内容に基づいた当社取締役又は使用人が兼務する取締役を任命し、
適切な助言等により効率的に事業を遂行しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 1,539,114 1,543,940 △385,239 △115 2,697,700

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 6,217 6,217 12,435

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 （ △ ） △178,868 △178,868

自 己 株 式 の 取 得 △29 △29

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 6,217 6,217 △178,868 △29 △166,463

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,545,331 1,550,157 △564,107 △144 2,531,237

その他の包括利益
累 計 額

新株予約権 非支配株主
持　　　分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 △1,281 11,288 10,006 406 6,687 2,714,801

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 12,435

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 （ △ ） △178,868

自 己 株 式 の 取 得 △29

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額) △783 46 △737 731 585 579

当連結会計年度変動額合計 △783 46 △737 731 585 △165,883

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 △2,065 11,334 9,269 1,137 7,272 2,548,917
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　６社
・主要な連結子会社の名称　　　Geniee International Pte.,Ltd.

Geniee Vietnam Co.,Ltd.
PT. Geniee Technology Indonesia
PT. Adstars Media Pariwara
Geniee Adtechnology(Thailand)Co.,Ltd.
Adskom India Private Limited
(注）前連結会計年度に連結の範囲に含めておりました株式会
社チャモは、2019年10月１日付で当社による吸収合併によ
り消滅したため、当連結会計年度より連結の範囲から除いて
おります。

⑵　持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は以下のとおりであります。
　（決算日が12月31日の会社）

Geniee Adtechnology(Thailand)Co.,Ltd.

Geniee Adtechnology(Thailand)Co.,Ltd.は、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計
算書類を使用しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券
イ．時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。
なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当損益を

営業外損益に計上するとともに、投資有価証券を加減する処理を行っております。

ロ．デリバティブ
時価法を採用しております。

－ 7 －

連結注記表



②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。（ただし、当社について2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物は定額法によっております。）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　８年～21年
工具、器具及び備品　２年～15年

ロ．無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づ

いております。

ハ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見

合う分を計上しております。

④　重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。
ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建売上債権及び外貨建買入債務

ハ．ヘッジ方針
当社の内規である「デリバティブ取引ガイドライン」に基づき、為替変動リスクをヘッジ

しております。
ニ．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動
の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
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⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．のれんの償却方法及び償却期間

８年以内の定額法により償却しております。
ロ．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記
　前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「敷金及び保証
金」は資産の総額の100分の５を超えたため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
　なお、前連結会計年度の「敷金及び保証金」は226,000千円であります。

３．連結貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 385,077千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 17,958,200株
⑵　剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等
該当事項はありません。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるも
の
該当事項はありません。

⑶　当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除
く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 242,100株
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５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的かつ安全な預金等に限定しており、投機的な取引は行わな

い方針であります。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ
は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は１年内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金に係る資金調

達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。
敷金及び保証金は主に事務所の賃借に係るものであり差し入れ先の信用リスクに晒されており

ます。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的と

した先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ
方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、１．連結計算書類の作成のための基本となる重要
な事項に関する注記等「⑷会計方針に関する事項 ④　重要なヘッジ会計の方法」をご参照くださ
い。
③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
売掛金については、与信管理規程に従って管理部が債権回収状況を定期的にモニタリングし、

債権ごとに期日及び残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため、信
用リスクはほとんどないと認識しております。
ロ．市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況等を把握する等の方法
により、リスクの軽減を図っております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権
限を定めた管理規程に従い、決裁担当者の承認を得て行っております。
ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

資金計画及び実績状況を毎月、取締役会に報告を行い、流動性リスクを管理しております。
また、金融機関と当座貸越契約を締結し、流動性リスクの回避を図っております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めて
おりません（（注２）をご参照ください。）。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1）現金及び預金 1,197,540 1,197,540 －

(2）売掛金 1,131,347 1,131,347 －
貸倒引当金
(※1)

△25,840 △25,840 －

1,105,506 1,105,506 －

資産計 2,303,046 2,303,046 －

(1）買掛金 781,434 781,434 －

(2）短期借入金 100,000 100,000 －

(3）長期借入金(※2) 150,008 150,008 －

(4)リース債務(※3) 176,052 179,418 3,365

負債計 1,207,495 1,210,860 3,365
　(※1)　売掛金に対応して計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2)　１年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。
(※3)　流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。

（注１）　金融商品の時価の算定方法に関する事項
資　産
(1）現金及び預金
　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。
(2）売掛金
　短期間で決済されるため、時価は貸倒引当金控除後の帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。

負　債
(1）買掛金

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(2）短期借入金
　変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は
実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられる
ため、当該帳簿価額によっております。

(3）長期借入金
　変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は
実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられる
ため、当該帳簿価額によっております。

(4）リース債務
　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合に想定さ
れる利率で割り引いて算定しております。

（注２）　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 2020年３月31日

敷金及び保証金 223,608

非上場株式 78,883

転換社債型新株予約権付社債 32,648

匿名組合出資金 33,918

　敷金及び保証金については、償還予定が合理的に見積もれず、時価を把握することが
極めて困難と認められる金融商品としております。
　非上場株式、転換社債型新株予約権付社債、匿名組合出資金については、市場価格が
なく、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品としております。

（注３）　金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,197,540 ― ― ―

売掛金 1,131,347 ― ― ―

計 2,328,887 ― ― ―
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（注４）　長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 99,996 46,640 3,372 － － －

リース債務 76,084 61,968 28,818 7,190 1,991 －

計 176,080 108,608 32,190 7,190 1,991 －
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６．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 141円47銭
⑵　１株当たり当期純損失 △９円99銭

７．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

８．その他の注記
　（共通支配下の取引等）
　当社は、2019年7月24日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社チャモを吸
収合併することを決議し、2019年10月1日付で吸収合併いたしました。
(1)　取引の概要
①　結合当事企業の名称及び事業の内容
　　結合当事企業の名称　　株式会社チャモ
　　事業の内容　　　　　　チャット接客ツール「chamo」の開発・販売事業
②　企業結合日
　　2019年10月1日
③企業結合の法形式
　当社を存続会社、株式会社チャモを消滅会社とする吸収合併
④　結合後企業の名称
　株式会社ジーニー
⑤　その他取引の概要に関する事項
　連結子会社である株式会社チャモとは、既に、プロダクトの連携や相互の顧客基盤を活用した営業
活動の推進に加え製品企画・開発等の事業シナジーの創出活動を進めておりましたが、経営資源の集
約、業務効率化及び意思決定の迅速化を目的として、同社を吸収合併することといたしました。

(2)実施した会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成31年１月16日及び「企業結合会計基
準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日）
に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
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株主資本等変動計算書

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

当 期 首 残 高 1,539,114 1,533,714 10,226 1,543,940 △315,775 △315,775 △115 2,767,163

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 6,217 6,217 6,217 12,435

当 期 純 損 失 （ △ ） △218,708 △218,708 △218,708

自 己 株 式 の 取 得 △29 △29

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 6,217 6,217 － 6,217 △218,708 △218,708 △29 △206,302

当 期 末 残 高 1,545,331 1,539,931 10,226 1,550,157 △534,483 △534,483 △144 2,560,860

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △1,281 △1,281 406 2,766,288

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 12,435

当 期 純 損 失 （ △ ） △218,708

自 己 株 式 の 取 得 △29

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △783 △783 731 △52

当 期 変 動 額 合 計 △783 △783 731 △206,355

当 期 末 残 高 △2,065 △2,065 1,137 2,559,933

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当損益を、

営業外損益に計上するとともに、投資有価証券を加減する処理を行っております。
(2)　デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法
(1)　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物は定額法を採用しております。）
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物　　　　　　　　　　　８年～21年
　工具、器具及び備品　　　　２年～15年

(2)　無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
　ソフトウエア（自社利用分）　５年以内（社内における利用可能期間）
　のれん　　　　　　　　　　　８年以内

(3)　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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３．引当金の計上基準
(1)　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)　賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う
分を計上しております。

４．重要なヘッジ会計の方法
(1)　ヘッジ会計の方法
　　　為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。
(2)　ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　ヘッジ手段…為替予約取引
　　　ヘッジ対象…外貨建売上債権及び外貨建買入債務
(3)　ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバティブ取引ガイドライン」に基づき、為替変動リスクをヘッジし
ております。
(4)　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動
の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

６．表示方法の変更に関する注記
　前会計年度まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「敷金及び保証金」
は、資産の総額の100分の５を超えたため、当会計年度より、区分掲記しております。

　なお、前会計年度の「敷金及び保証金」は217,921千円であります。
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（貸借対照表に関する注記）
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 371,712千円

⑵　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
　短期金銭債権 50,283千円
　短期金銭債務 30,800千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

　　営業取引による取引高　売上高
　　　　　　　　　　　　　仕入高
　　　　　　　　　　　　　販売費及び一般管理費
　　営業取引以外の取引高

102,637千円
192,766千円
21,642千円
3,813千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
　普通株式　　　118株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金 2,181千円
賞与引当金 20,611千円
未払事業税 5,553千円
資産除去債務 38,634千円
ソフトウエア 30,063千円
資産調整勘定 46,154千円
繰越欠損金 88,208千円
未払金 3,622千円
投資有価証券評価損 60,362千円
減損損失 41,934千円
関係会社株式評価損 167,434千円
その他 4,583千円

繰延税金資産小計 509,345千円
評価性引当額 △402,350千

円
繰延税金資産合計 106,994千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △35,347千円

繰延税金負債合計 △35,347千円
繰延税金資産の純額 71,646千円
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（関連当事者との取引に関する注記）
１．　子会社及び関連会社等

種 類 会 社 等 の 名 称
又 は 氏 名 所在地

資 本 金 又
は 出 資 金
( 千 米
ド ル )

事業の
内容又
は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 連
当事者との
関 係

取引の
内 容

取 引
金 額
（千円）

科目
期 末
残 高
（千円）

子会社
G e n i e e
International

Pte.,Ltd.

シ ン
ガ ポ
ー ル
共 和
国

7,012
アド・プラ
ットフォー
ム事業

　直接
　100.0

営業取引
役員の兼務

広告配
信取引 58,684 売掛金 17,929

資金の
貸 付 65,508 短 期

貸付金 －

利息の
受 取 3,813

その他
（流動
資産） 900

増資の
引 受 195,016 ― ―

（注１）価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない会社との取引と同様に、取引規模を総合的
　　　に勘案し、交渉の上決定しております。
（注２）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。
（注３）増資の引受については、デット・エクイティ・スワップ方式による貸付金の現物出資によ
　　　　るものであります。
（注４）取引金額及び期末残高に消費税等は含めておりません。

２．　兄弟会社等

種 類
会 社 等
の 名 称
又 は 氏
名

所 在 地
資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の
内 容 又
は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事
者との関
係

取引の
内 容

取 引 金 額
（千円） 科 目

期 末
残 高
（千円）

その他
の関係
会社の
子会社

ヤフー株
式 会 社

東京都
千代田区 300

イ ン タ ー
ネ ッ ト 上
の 広 告 事
業等

　　― 営業取引 広 告 配
信取引 444,059 売掛金 133,843

（注１）価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない会社との取引と同様に、取引規模を総合
的に勘案し、交渉の上決定しております。

（注２）取引金額に消費税等は含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
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（１株当たり情報に関する注記）
⑴　１株当たり純資産額 142円49銭
⑵　１株当たり当期純損失 △12円21銭
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
（共通支配下の取引等）

連結注記表の「その他の注記（共通支配下の取引等）」に同一の内容を記載しているため、注
記を省略しております。
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